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国立大学法人東京農工大学規則等制定及び改廃手続規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学規則等制定及び改廃手続規程を次のとおり改正する。 

現行 改正  改正理由 

 

本則 

 

本則 

 

(規則等の内容) 

第2条 (略) 

(規則等の内容) 

第2条 (略) 

2 全学的事項に関する規則等の種類及び内容は、次の各号のとお

りとする。 

2 全学的事項に関する規則等の種類及び内容は、次の各号のとお

りとする。 

(1) 規則 本学の経営及び教育研究上の基本的な事項並びに法

令等に基づき、必要な事項について定めるもので、原則とし

て以下のものをいう。 

(1) 規則 本学の経営及び教育研究上の基本的な事項並びに法

令等に基づき、必要な事項について定めるもので、原則とし

て以下のものをいう。 

イ (略) イ (略) 

ロ 国立大学法人東京農工大学職員就業規則(国立大学法人東

京農工大学非常勤職員就業規則及び国立大学法人東京農工

大学における特定の専門分野に従事する職員就業規則を含

む。) 

ロ 国立大学法人東京農工大学職員就業規則(その他の就業規

則を含む。) 

ハ・ニ (略) ハ・ニ (略) 

(2)・(3) (略) (2)・(3) (略) 

3～5 (略) 3～5 (略) 

(審議機関) 

第3条 規則等の制定等に当たっては、次の機関の審議を経るも

のとする。 

(審議機関) 

第3条 規則等の制定等に当たっては、次の各号に掲げる機関の

審議を経るものとする。ただし、第5号の規程及び細則につい

ては、審議の前に監事の意見を聴くものとする。 

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第20条第4項第

3号及び同法第21条第3項第3号の規定により審議される機

関が定められている規則等については、当該機関を経て役員

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第20条第4項第

3号及び同法第21条第4項第3号の規定により審議される機

関が定められている規則等については、当該機関を経て役員
 



2 

会 会 

(2)～(4) (略) (2)～(4) (略) 

(新設) (5) 監事に関する規程及び細則については、役員会 

(5) (略) (6) (略) 

(6) 部局等運営規則については、組織運営規則第24条に定め

る部局運営委員会、組織運営規則第6条第1項に定める施設

に置かれる運営委員会(図書館にあっては、図書館商議会)若

しくは組織運営規則第6条第3項に定める組織及び施設を運

営する委員会等(以下「運営委員会等」という。)を経て役員

会 

(7) 部局等運営規則については、組織運営規則第24条に定め

る部局運営委員会(連合農学研究科にあっては、教授会)、組

織運営規則第6条第1項に定める施設に置かれる運営委員会

(図書館にあっては、図書館商議会)若しくは組織運営規則第

6条第3項に定める組織及び施設を運営する委員会等(以下

「運営委員会等」という。)を経て役員会 

 

(7) 部局教育規則については、組織運営規則第22条に定める

部局(農学研究院及び工学研究院を除く。)に置かれる部局運

営委員会を経て役員会 

(8) (略) 

 

(8) 部局等規程及び部局等細則については、運営委員会等 (9) (略) 

(新設) 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由により規

則等を改正する場合には、前項の審議を省略できるものとす

る。 
 

 (1) 法令等又は本学規則等の改正による当該法令等の名称又は

条項の変更に関するもの  

 (2) 組織の設置改廃等による組織の名称又は職名の整備に関す

るもの  

 (3) 字句の整備に関するもの 

 (4) その他改正内容が形式的で軽微なものと学長（前項第9号

の規程及び細則については、当該部局等の長）が認めるもの  

(制定等) 

第4条 次の各号に掲げる原案は、それぞれ当該各号に定める者

の決裁を経て制定等を行うものとする。 

(制定等) 

第4条 次の各号に掲げる規則等(前条第2項の規定により審議が

省略されたものを含む。)は、それぞれ当該各号に定める者の決

裁を経て制定等を行うものとする。 
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(1) 前条第1号から第5号までの審議を経て承認された規則等

の原案 学長 

(1) 前条第1項第1号から第8号までの審議を経て承認された

規則等 学長  

(2) 前条第6号から第8号までの審議を経て承認された規則等

の原案 当該部局等の長 

(2) 前条第1項第9号の審議を経て承認された規則等 当該部

局等の長  

2・3 (略) 2・3 (略) 

(制定等手続きの例外) 

第5条 第3条及び前条の規定にかかわらず、学長選考会議に関

する規程及び細則の制定等は学長選考会議の議を経て当該会議

の議長が、監事に関する規程及び細則の制定等は、当該監事が

それぞれ行う。 

(制定等手続きの例外) 

第5条 第3条及び前条の規定にかかわらず、学長選考会議に関

する規程及び細則の制定等は、学長選考会議の議を経て当該会

議の議長が行う。 
 

2 前項の規定により学長選考会議の議長及び監事が制定等を行っ

た場合は、速やかに学長に報告するものとする。 

2 前項の規定により学長選考会議の議長が制定等を行った場合

は、速やかに学長に報告するものとする。  

(規則番号等) 

第6条 (略) 

(規則番号等) 

第6条 (略)  

2 前項の種類の前には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める略称を付すものとする。 

2 前項の種類の前には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める略称を付すものとする。  

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

(新設) (3) 学長選考会議に関する規程及び細則 選 

3 (略) 3 (略) 

(新設) (周知) 

第7条 規則等を制定等したときは、原則として、本学ホームペ

ージへの掲載等により周知するものとする。 
 

(雑則) 

第7条 (略) 

(雑則) 

第8条 (略)  

附 則（規程第61号） 

この規程は、平成27年3月2日から施行する。ただし、第3条第1項第1号及び第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行す

る。 


